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逗子市教育委員会 

●国の文化審議会が文部科学大臣に答申 

国の文化審議会（会長：島谷
しまたに

 弘幸
ひろゆき

）は、３月 26日（木）に開催された同審議会文化財

分科会の審議・議決を経て、逗子市久木に所在する「鈴木家
す ず き け

住宅
じゅうたく

」を登録有形文化財（建

造物）に登録するよう文部科学大臣に対して答申しました。 

 

●対象物件の概要は 

国登録有形文化財（建造物）へ登録を答申されたのは、「鈴木家住宅主屋
お も や

」の１件です。JR

逗子駅北側の住宅地に建つこの建物は、寄棟造
よせむねづくり

桟瓦葺
さんかわらぶき

で、昭和 16年に旧日本海軍の弾薬庫建

設用地として接収された旧柏原
かしわばら

村（現在の池子の森自然公園緑地エリア付近）からの移転に

より、昭和 23 年頃に完成した近代和風住宅です。要所に移転前の旧材を転用したり、床
とこ

廻
まわ

り

に銘木を用いるなど、良質な建築である点が評価されました。 

 

●国登録有形文化財(建造物)とは 

「文化財登録制度」は、開発や生活様式の変化等により、文化財としての評価を受けること

なく消滅の危機に晒されている多種多様な近代等の文化財建造物を、後世に幅広く継承してい

くために作られた制度です。 

現状変更等を厳しく制限される「文化財指定制度」とは異なり、届出をすれば改築等も可能

な、緩やかな保護措置が特徴です。 

 

●逗子市内の登録件数は 

現在、市内の国登録有形文化財（建造物）は、「長島
ながしま

孝
こう

一
いち

家住宅主屋」（新宿）、「旧脇村
わきむら

家住

宅主屋」（桜山）、「旧正力
しょうりき

家別邸主屋・蔵・表門」（新宿）、「須藤
す ど う

家住宅主屋・旧ボイラー室」

（新宿）、「旧本
ほん

多
だ

家住宅主屋」（山の根）の８件（５箇所）が登録されています。今回の答申の

とおり告示されると、累計で９件（６箇所）になります。 
 

※ 本件につきましては、国（文化庁）のほか、神奈川県においても同時に発表されます。 
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国登録有形文化財(建造物)に係る答申について 

「鈴木家住宅主屋」が、国登録有形文化財に登録へ 
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取扱注意  解禁日時 ３月 26 日 17 時 



 

 

 

鈴木家
す ず き け

住宅
じゅうたく

主屋
お も や

 

 

所 在 地  逗子市久木
ひ さ ぎ

 

所 有 者   個人 

建築年代等  昭和 23年頃／昭和 30年頃増築、平成 15年頃改修 

数   量  １件（１箇所） 

特 徴 等  昭和戦前期に集落移転で造成された逗子駅北側の住宅地にある主屋。東面し

て建つ寄棟造
よせむねづくり

桟瓦葺
さんかわらぶき

で、玄関脇に和風の客間を設け、中廊下の南に座敷を並

べ、奥に離れを配する。差
さ し

鴨居
が も い

や大黒柱に移転前の旧材を転用。床廻りなど、

銘木を用いた良質な近代和風住宅。 

基   準  登録有形文化財登録基準２号該当（造形の規範となっているもの） 
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